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篠田教育長：　それでは、ただいまから本日の会議を開きます。 

　直ちに日程に入ります。 

　まず、会議録署名者の件ですが、本件は会議規則第20条の規定によりまして、私から

御指名申し上げます。 

　会議録署名者として、細川委員、菅田委員を御指名申し上げますので、承諾をお願い

いたします。 

　本日の会議議題は、お手元のとおりです。 

　議題のうち、公開になじまないものがあれば、最後に回して審議したいと思いますが、

いかがでしょうか。 

 

細 川 委 員：　第４号議案は、委員の選考に関する案件ですから、審議は非公開が適当ではないかと

思います。 

篠田教育長：　ほかに御意見はございませんか。 

 

（　　な　　し　　） 

 

篠田教育長：　それでは、ただいまの細川委員の発議について採決いたします。 

　第４号議案の広島県いじめ問題調査委員会の委員の任命に対する意見について、公開

しないということに賛成の方は挙手願います。 

 

（　全 員 挙 手　） 

 

篠田教育長：　全員賛成でございます。 

　したがいまして、本日の議題は、第４号議案を公開しないで審議することといたしま

す。 

 

第１号議案　教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について 

 

篠田教育長：　それでは、第１号議案、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価につ

いて、松田経営企画監、説明をお願いいたします。 

松田経営企画監：　失礼いたします。それでは、第１号議案によりまして、教育に関する事務の管理及び

執行の状況の点検及び評価の結果に関する報告書について御説明いたします。 

　この点検、評価は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条により、教育委

員会の権限に属する事務の管理及び執行状況について毎年、点検、評価を行うものでご

ざいます。 

　報告書の表紙を１枚めくっていただき、目次を御覧ください。報告書の構成でござい

ますが、まず２ページから７ページに令和５年度の点検、評価の結果の概要を掲載し、

続いて、９ページ以降には、令和３年に策定した広島県教育に関する大綱に掲げる七つ

の施策の柱ごとに各取組の結果等の詳細を掲載しております。また、最後に参考資料と

して、成果指標・ＫＰＩ一覧及び教育委員の皆様の活動状況等を掲載しております。 

　それでは、資料の４ページから７ページを御覧ください。表にございますとおり、七

つの施策の柱ごとに、令和５年度の取組に対する評価と概要を記載しております。評価

については順調、おおむね順調、やや遅れ、遅れの４段階とし、順調が１施策、おおむ

ね順調が３施策、やや遅れが３施策となっております。 

　９ページから77ページにおきましては、七つの施策の柱ごとにＫＰＩとその進捗状況、

令和５年度の取組と成果、課題、令和６年度の取組の方向を整理し、施策に対する評価

を行うとともに、外部意見として、学識経験者の方からいただいた御意見を掲載してお

りますので、後ほど御覧ください。 

　それでは、七つの施策の柱のうち、評価がやや遅れとなっている三つの施策の柱につ

いて御説明いたします。 

　４ページの下段を御覧ください。「２　主体的な学び」を促す教育活動の推進による、

これからの社会で活躍するために必要な資質・能力の育成」につきましては、キャリア

教育の充実について、ＫＰＩの目標を達成している指標もありますが、不読率や課題発

見、解決学習に取り組んでいる小・中学校の割合、カリキュラム・マネジメントが組織
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的に実践できている高等学校の割合など、目標を達成できていない指標が複数あり、ま

た、成果指標の主体的な学びが定着している児童生徒の割合が全校種において昨年度よ

り下がっていることから、やや遅れとしております。引き続きさらなる授業改善に取り

組み、児童生徒の主体的な学びを促す教育活動を行うなど、学びの変革を加速させる取

組を行っていく必要がございます。 

　これらに対し、外部有識者の方々からは、ＫＰＩの課題発見、解決学習に取り組んで

いる小・中学校の割合や、カリキュラム・マネジメントが組織的に実践できている高等

学校の割合は目標値に達していないが、約９割であることから、質を問う時期になって

いるのではないかなどの御意見をいただいております。 

　次に、６ページ上段を御覧ください。「５　教職員の力を最大限に発揮できる環境の整

備」につきましては、平成30年度以来となる県独自の教員勤務実態調査の実施や教員の

業務補助を行うスクール・サポート・スタッフの配置拡充、校務支援システムの機能改

善など、働き方改革の推進に向けた取組が進められております。また、主体的な学びの

推進を担う教職員の資質、能力の向上に取り組んでおりますが、全校種において８割以

上の教員が主体的な学びを実践している学校の割合が目標を達成できておりません。働

き方改革の推進に向けた取組や不祥事防止に向けた取組が進められておりますが、教職

員の不祥事が後を絶たないことなどから、施策全体として成果が十分に表れていないと

して、やや遅れとしております。今後も引き続き教職員の力を最大限に発揮できる環境

づくりに向けて働き方改革に取り組むとともに、教職員の不祥事防止に向けた取組を実

施していく必要がございます。 

　これらに対し、外部有識者の方々からは、働き方改革は残業時間のコントロールにな

らないよう、働きがい改革を検討していく必要があるといった御意見をいただいており

ます。 

　最後に、「６　安心・安全な教育環境の構築」につきましては、防災教育の充実に向け

た取組の指標が目標を達成しましたが、複雑化、多様化する生徒指導上の諸課題に対し

て、さらなる生徒指導体制の充実に向けた取組が必要となっております。また、コミュ

ニティ・スクールについて、学校運営協議会の質的向上及び地域学校協働活動の推進に

向けた様々な取組が進められるとともに、市町におけるコミュニティ・スクールの導入

支援を強化し、全ての市町で導入されることとなった一方で、県立学校における学校運

営協議会についての指標が目標値を達成できておりません。施策全体としては、取組に

遅れている部分が見られるため、やや遅れとしております。全ての子供たちにとって安

全・安心な教育環境づくりに向けて引き続き防災教育に取り組むとともに、コミュニテ

ィ・スクールのさらなる推進に向けて、各市町や学校の状況に応じた支援を実施してい

く必要がございます。 

　これらに対し、外部有識者の方々からは、活動の場を提供する仕組みが必要となって

いるが、社会教育士や地域コーディネーター、オーガナイザーする人たちがどう活躍で

きるかが非常に重要になってくるといった意見をいただいております。 

　概要の説明は以上でございます。 

　なお、この点検、評価につきましては県議会に提出し、今月12日の文教委員会で説明

させていただいた後、教育委員会のホームページにおいて公表する予定でございます。 

　説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

篠田教育長：　ただいまの説明に対しまして、御質問、御意見がありましたらお願いいたします。 

近 藤 委 員：　21ページのところのＫＰＩとその進捗状況についてですが、一番下の段の８割以上の

教員が協働学習でデジタル機器を活用してる高等学校の割合が、目標が30％から、もう

来年は100％に行かないといけないところですが、50％ぐらいでなかなか伸びてないとい

うところが見られるのかなと思います。一方で、市町はだんだんその割合が小・中学校

は増えている状況が見られるのかなと思うのですが、高等学校でなかなか達成率が上が

らない大きい要因はどの辺りにあるのでしょうか。 

小野高校教育指導課長：　今御指摘いただきましたとおりですが、８割以上の教員が協働学習でデジタル機器を

活用している高等学校の割合が、これは昨年度から上がっているのですが、過去３年間

で50％程度で推移はしてる状況です。これについては、令和５年10月から11月にかけて

実施した調査でございます。「ほとんどの教員が当てはまる」と回答した学校の割合、こ

れが８割を示しておりますけれども、これについては令和５年度、51.7％となっており

ます。「多くの教員が当てはまる」、これは５割の教員ですが、「多くの教員が当てはま

る」と回答した学校を含めると91.8％ということで、令和４年度に比べては9.3％増加し
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ております。あわせて、成果指標の中に児童生徒のデジタル活用を指導する者、これが

別の指標ございまして、全国順位についても、令和３年度、22位ですが、令和４年度、

12位というふうに全国順位も上がっています。教員のデジタル活用のスキルは着実に向

上してるという状況ですが、目標を達成できなかった理由としましては、デジタル機器

を活用するということに対して苦手意識を持ってる一部の教員等の活用は進んでいない

というのがあります。今年度デジタル機器の活用に、苦手意識を持ってる教員に対して、

デジタル機器の基本的な活用スキル、それから協働学習でどのように使うのかといった

活用スキルを身につけていく研修について回数を増やして実施するなどの対応をし、ま

た、あわせて、授業の好事例も提供するなどして全体の推進を図り、８割以上の割合が

上がるように取組を進めて参りたいと考えております。 

近 藤 委 員：　分かりました。安心しました。指標が８割以上のパーセンテージになるということな

のですね。 

中 村 委 員：　大きな柱の七つのうち、三つがやや遅れということですけれども、６番目の安全・安

心な教育環境の構築あたりは少し厳しめの評価かなと読んで感じたのですが、全体とし

て、厳しめも含めて妥当な自己評価なのかと感じました。 

　その中で気になったのは、２番目の主体的な学びを促す教育活動の推進のところです

が、17ページと22、23ページにほぼ同じような表現が出てくるのですが、課題として総

合的な学習の時間の授業改善が進む一方で、総合的な学習の時間の学習内容が固定化、

形骸化している小・中学校等があることや総合的な学習の時間と各教科の学習の往還が

十分に図られていないという課題に対して、令和６年度の取組の方向として、好事例の

紹介あるいは総合的な学習の時間と各教科との学習が往還したカリキュラムの開発、実

践に向けて云々ということですが、前々から個人的に気になっているところなのですが、

総合的な学習の時間で課題発見、解決型、主体的な学びに取り組むというのは比較的、

チャレンジしやすいのかなと思うのですが、通常の各教科の中でどう主体的な学びに取

り組むかというのは、こなさないといけないカリキュラムもある中で、多分難しいのか

なとずっと思っているのですが、正にここに課題として書かれているようなことを教え

たり、覚えてもらったりしなくてはいけないカリキュラムをやりながら、なおかつ決め

られた時間数の中で主体的な学びに取り組むということの多分難しさが表れているので

はないかなと思います。ただ、本県として更に取り組んでいくためには、各教科の授業

の中でいかにやっていくかが大事だと思うのですが、ここに書いてあるとおりの課題で

すが、具体的にどう進めていくのかという教員の先生方、多分難しいと感じながらやっ

てる方も多いと思うのですが、どう進めていくかという具体策を是非、現場の忙しい中

でやってもらっている教員が取り組みやすい事例を共有していってもらう必要があるの

かなと思ったところですが、是非この辺り、よろしくお願いしたいと思います。 

小野高校教育指導課長：　ありがとうございます。高等学校につきましては、御指摘のとおり、令和元年度から

着実に数値のほうは上がっているのですが、高校の実態や、教員の力量によって教員の

主体的な学びの実践、それから校内研修の質ですね、この質のとこだと思うのですが、

こういったところに差があるということ、それからカリキュラム・マネジメントで、組

織的に行う、ＰＤＣＡですね、どこに課題があり、どのように解決していくかというＰ

ＤＣＡを組織的に行える教育が不足しているか、こういったことによって教員の主体的

な学びの実践が十分浸透し切れていない、特に教科のところに見られることになってい

ます。 

　こういった課題を踏まえて、今言われたような形での研修や学校訪問を行う中でカリ

キュラム・マネジメントをしてるかということを確認しております。また、教科を中心

に据えながら、教科教育を推進できる中堅教員の育成を狙いとした研修を今年度スター

トとしております。これは、特に若手を中心に、これから研修で学習したことを、単元

の中にしっかり位置づけて授業を変えていける、中核となる教員を育成する研修を行う

ということです。それから、それを通じて授業づくりを進めるということ。さらに、今

度は個別になるのですが、学校訪問しながら個別の課題に対応していき、教科の教科会

に入って、例えば数学の教科会に入って、「具体的にこの単元はこういうふうに展開する

のが非常に難しい。」といったことに答えられるような研修という訪問を継続していきた

いと考えています。 

松尾義務教育指導課長：　小・中学校におきましては、まず主体的な学びが定着している児童生徒の割合につい

ては、広島県学習意識等調査、児童生徒質問紙の課題発見、解決学習に係る８領域15項

目の肯定的回答の割合の平均としているところでございます。この15項目について、令
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和４年度と令和５年度を分析しますと、主体的な学びを促す探求的な学習課程の中で情

報を整理、分析するという項目が最も減少しておりまして、小・中学校ともに約1.5ポイ

ント減少しているという状況でございます。この間の変化としまして、全国学力・学習

状況調査によりますと、授業において児童生徒が自分で調べる場面においてＩＣＴ、一

人１台端末を活用している学校の割合がとても増えておりまして、小学校で14ポイント、

中学校では5.2ポイント増加しているところでございます。こういったことから、児童生

徒が端末の活用によって得られた多種多様で膨大な情報を十分に整理、分析できていな

いということが考えられます。 

　このことから、また各教科等の授業において児童生徒の多様な情報を批判的に考察し

たり、多様な情報にある特徴を見つけたりするなど、多種多様で膨大な情報を整理、分

析できる情報活用能力を身につけることができるよう、一人１台端末の活用に係る研修

等を充実していきたいと考えております。 

中 村 委 員：　教科書がどんどん進化をしており、自分で調べやすいツールが充実していると思いま

すので、その調べ方の問題かもしれませんし、是非そういったところも深めていただき

たいと思いますし、教科書に沿ってやるだけで十分なのかどうかというところもあると

思いますので、先ほど答弁いただいたように、教員の力量にもかかってくると思います

ので、是非底上げを図っていただきたいと思います。 

菅 田 委 員：　37ページの海外留学プログラムとか海外支援について、短期というのは３か月ぐらい

なのでしょうか。また、長期は何か月以上のことを指しているのでしょうか。 

小野高校教育指導課長：　今、異文化間協働活動という取組を進めているところです。短期や長期という言い方

をしているのですが、10日以上１か月未満の期間の留学を行う場合、こういったものに

ついては様々な取組において奨学金等々の支給を行うなど、そういった形での取組を進

めているのですが、今、「短期」とか「長期」ということでいいますと、広島県で実施し

ている、特に留学制度の区分けでいいますと、10日以上１か月未満のものと、それから

原則３か月以上のもの、これは「長期」の期間というふうに考えております。というこ

とで、「短期」、「長期」ということでいうと、おおよそ１か月未満とか２週間で行く例が

多いのですが、そういった区分を「短期」としているところです。 

菅 田 委 員：　それで私の学生のときで、かなり前なのですが、長期留学した人は１年学年が下がる

場合がありますが、最近は向こうの高校で受けた授業が日本の高校の単位として認めら

れるなど、そういうことで留学を促してるということも聞くのですが、広島県はそうい

うシステムはあるのでしょうか。 

小野高校教育指導課長：　今言っていただいたような形で９か月とか半年とか１年と、様々なプログラムがある

のですが、これは生徒、保護者の要望、それから学校のカリキュラムの状況もしっかり

検討しながら、実際には海外の教育機関で学んだ、そこで修得した単位が学校のカリキ

ュラムに沿って、読み替えて、そこでの学習内容が十分、学校で学んだものと代替でき

ると考えた場合には、１年間の留学であれば36単位の範囲内で、これは一括で認められ

るということになっております。希望する場合には、留学という形で、学年は変えずに

２年生から留学して３年生で戻ってくるということもあり得ますが、これもまた生徒、

保護者の希望によるのですが、もう一度学校のカリキュラムをしっかり学びたいという

希望がある生徒については、これは１年、元２年生から出て３年生で戻ってというので

はなく、もう一度２年生をやって、例えば海外で十分数学の学習ができなかったという

部分については、もう一度、数学を学びたいと留学先のカリキュラムに応じて、これは

その同じ学年に戻ってくるか、それとも進級して３年生になるかというような部分で、

制度上は学校で判断してるという状況です。 

菅 田 委 員：　分かりました。コロナ以降、交流も復活し始めたということで、どんどん、そういう

のを広報していただいて、国際的な人材を広島県からも輩出するような仕組みもどんど

ん広めていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

細 川 委 員：　御説明ありがとうございました。中村委員の御質問にも少し関連するのですが、七つ

の大柱のうち三つについて、やや遅れという評価をされているのですが、三つの柱につ

いてはこのたびからやや遅れという評価になったのか、それとも前年度、前々年度から

引き続きやや遅れのままなのか、教えていただければと思います。 

松田経営企画監：　七つの施策のうち、２番目の項目と５番目の項目、６番目の項目が今回やや遅れとし

ておりますが、昨年は２番目と６番目の項目が今年と同様、やや遅れとなっておりまし

て、５番目の項目につきましては、昨年度おおむね順調であったものが今年度やや遅れ

に評価を変えております。 
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細 川 委 員：　やや遅れという評価がどうしてもマイナスのように感じられて、広島県教育の質とい

いましょうか、教員の資質といいましょうか。不安をお感じになられる方もいらっしゃ

るかと思うのですが、２年連続やや遅れという評価を続けるということが果たして、本

当にこの取組がしっかりできているのだろうか。また、評価については、ちょっと厳し

いから、こういう評価になるということになるのだろうか。いろいろ見方があると思う

のですが、その辺について次の評価で、おおむね順調もしくは順調に評価をできるよう

にするために、その辺のところの御説明が何かあればお聞かせください。 

松田経営企画監：　この施策の柱に関する評価でございますが、それぞれＫＰＩ指標を設定している一覧

と、その中で、また細かく取り組む理由を分けてＫＰＩを設定している項目と、ＫＰＩ

のない取組もございます。ＫＰＩは毎年、目標値が上がっているということもございま

すので、順調に毎年、数値が伸びていても、中には目標値に達していない事業もござい

ます。昨年度と比較した改善の状況やＫＰＩの達成状況、それぞれの取組の個々の進捗

状況を総合的に判断して、やや遅れ、おおむね順調等を判断をさせていただいておりま

す。それぞれの取組につきましては、昨年度の結果を踏まえて、今年度それぞれの所管

課におきまして取組の改善など新たな取組を加えて実施をするなど、それぞれの課にお

いて事業のＰＤＣＡを回しながら、次年度に向けた改善を行っていきたいと考えており

ます。 

　２年連続して、やや遅れとなっている事業等もございますが、順調としている項目の

中にも前年度と比べて指標が悪くなっている項目もございますので、それぞれの指標だ

けではなく、それぞれの取り組んでいる事業を個別に見ながら、次年度に向けて改善を

図っていきたいと考えております。 

細 川 委 員：　ありがとうございました。真剣に一生懸命取り組まれているということは理解、承知

しているところでありますので、やはり目標、指標とされている部分については、達成

をするために設定されていますので、そのために何が足りないのか、何を努力すべきな

のか、しっかり現場とお話されながら進めていただければなと思います。やや遅れとい

うのが続きますと、そこについて本当にこれできるのだろうか、本当にこの内容を見ま

すと非常に難しい問題もあるでしょうが、やはりそこを解決していかないと、この施策

の柱についてしっかり取り組んでいるということにならないので、そこのところは是非

この反省を含めて今後の取組に生かせていただければと思います。 

菅 田 委 員：　５番がやや遅れになった中で、不祥事というのが大きいとは思うのですが、不祥事の

中でもメンタルヘルスのためにストレスチェックをしていただいてると思うのですが、

それはあくまで今は精神的なメンタルヘルスのためにやられてるのが主だと思いますが、

ストレス発散のために変な不祥事に走ることも考えられるので、何か聞いてあげていた

だければいいのかなと感じているのですが、その辺の検討もよろしくお願いします。 

藤井教職員課長：　不祥事の防止につきましては、考えられること全て取組を進めてるところでございま

す。教育長の緊急メッセージを出したり、風通しのよい職場づくりのための校内での研

修を進めるに当たっての先生方を招いた研修をやったりというところです。また、メン

タルヘルス、ストレス発散に係っても、関係機関を紹介したりとか、そういったことの

取組を引き続き続けて参りたいと思います。 

近 藤 委 員：　不登校対策についてですが、教育委員会も学校にスペシャルサポートルームをつくっ

たりだとかＳＣＨＯＯＬ“Ｓ”でいろんな取組をされているところですが、不登校に自

分の子供がなるかもしれないと思ったときに、いろんな選択肢があるが、そこまでたど

り着けない保護者、生徒さんというのはかなりいるんじゃないかと思います。そのアク

セスの容易さのところを、適切なところにどうやってたどり着くかというところの道筋

をまたどんなふうに立てていけるのかなというところが課題と思います。 

　まず、保護者にしてみたら一番相談しやすいのは、学校が身近なところがあるのです

が、担任の先生に相談して、そこから学校以外の選択肢というのも紹介してもらえるの

かどうなのか、その適切なところにたどり着く手段としてどんな道筋ができてるのかと

いうのをお聞きしたいのが一つと、民間の不登校支援をしている団体と教育委員会とも

意見交換を行っていると成果として教えていただいたのですが、情報共有して連携や、

これから先どんな感じで進みそうかというあたり教えていただけたらと思います。 

蓮浦個別最適な学び担当課長：　不登校の支援に関わって保護者の方からの相談窓口としては、教育センターにありま

す心のふれあい相談室、ここで相談員が相談受けたりなど、あるいは教育委員会の中に

あります不登校支援センターのほうにお電話をいただくことが多い状況でございます。

学びにアクセスできない児童生徒をやはりゼロにしていくというプランでいえば、今年
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度、教育センターにあります心のふれあい相談室の相談員を２名程度増員して相談機能

を強化、あるいは市や町の教育支援センターを充実させていくということで、ＳＣＨＯ

ＯＬ“Ｓ”の職員であるとか、今、増員した相談員とかと相談しながら出向いていって、

市や町の教育支援センターの機能のより充実を図る取組を今進めているところでござい

ます。 

　また、相談窓口については、ホームページ等でも公開はしているところでございます

が、御相談いただいた保護者の方からは、以前よりはＳＣＨＯＯＬ“Ｓ”のことをかな

り御存じいただいているかなと思うのですが、まだまだ知らなかったというお声もいた

だくこともありますので、様々、学校現場も含め、こういった相談窓口があるというと

ころの周知は今後も強化を図っていきたいなと思っております。 

　また、フリースクール等民間団体との連携という部分については、これまでも情報共

有会という形で１年に１回なのですが、オンラインで情報提供してきたというところで

ございます。今年度も９月６日の金曜日に実施する予定としております。内容的にはお

互いのどんな取組をしているのかというような情報共有が主になるのですが、今年は情

報共有会の内容も充実させるという観点から、実際に幾つかのフリースクールに出向か

せていただいて、どういった内容をこの会の中でやっていったらいいのかっていうとこ

ろのニーズも聞かせていただきながら、内容の充実を図っていきたいというところでご

ざいます。 

近 藤 委 員：　ありがとうございます。 

菅 田 委 員：　また６番の安全・安心なところですが、安全・安心とは別で学校運営協議会ですが、

統廃合や、そういったところの対象校など対象になりそうな学校においては、もう学校

活性化地域協議会は100％はできてるのか、ここが県立高校における指標が目標値を達成

できていないということになっているのですが、そういった統廃合対象校はもう100％は

できているのでしょうか。今後問題になりそうになると思うのですが、地域との連絡が、

協議ができてなかったとかというふうなことで、そこら辺はどうなっているのでしょう

か。 

今川教育改革課長：　県立高等学校におきます１学級規模の高等学校に関するお尋ねかというふうに捉えて

おりますけれども、まず在り方基本計画に基づきまして学校の活性化策を検討いたしま

す学校活性化地域協議会につきましては、１学級規模校14校につきまして全て設置をし

て取組をしております。また、別組織ということにはなりますけれども、学校運営協議

会も100％設置してございます。この二つの協議会っていうのは、メンバーがかぶってい

る学校も多くございますし、常時連携をしていただきながら学校の活性化に取り組んで

いただいてるものというふうに承知をしてございます。 

菅 田 委 員：　分かりました。ありがとうございます。 

篠田教育長：　ほかに御質問、御意見ございませんでしょうか。 

 

（　　な　　し　　） 

 

篠田教育長：　それでは、以上で本件の審議を終わります。 

　採決に移ります。 

　原案に賛成の方は、挙手をお願いいたします。 

 

（　全 員 挙 手　） 

 

篠田教育長：　全員賛成と認めます。 

　よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

第２号議案　令和７年度県立高等学校の入学定員の策定について 

 

篠田教育長：　それでは、第２号議案、令和７年度県立高等学校の入学定員の策定について、今川教

育改革課長、説明をお願いいたします。 

今川教育改革課長：　失礼いたします。それでは、第２号議案によりまして、令和７年度県立高等学校の入

学定員の策定につきまして御説明をいたします。 

　資料の１ページを御覧ください。まず１の入学定員策定の設定条件を御覧ください。
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（１）にお示しをしておりますように、入学定員策定の基礎となる中学校３年生在籍者

数は２万5,151人で、前年度と比較して83人の減となっております。この２万5,151人を

基に設定進学率や公立受入率などの設定条件を加味して算出したものが、２の受入計画

の内容でございます。表の下から５行目にございますように、令和７年度の公立受入数

は１万5,366人としておりまして、前年度と比較して75人の減となっております。これは、

例年ベースで申しますと全日制本校で２学級程度の減に相当する数ではございますけれ

ども、令和７年度につきましては、表の下から３行目にございますように、全日制本校

における学級数を377学級とし、前年度から据え置くこととしたいと考えてございます。 

　こうした対応の主な理由といたしましては、今年度の中学校３年生在籍者数が、先ほ

ど申し上げましたように、昨年度と比較して83人の減少となってる一方で、来年度の中

学３年生在籍者数は、今年度の減少数とおおむね同程度増加することが見込まれており、

２か年を通して生徒数の増減が比較的小さいこと、また、今年度から来年度にかけまし

て、「県立高等学校の在り方に係る基本計画（第２期）」に係る実施計画を策定する予定

としておりますことから、その策定過程におきましては、学級数を据え置いた上で、本

県の学校、課程、学科等の全体像を検討していく必要があることなどを踏まえまして、

学級数を据え置くこととするものでございます。また、その下にございます全日制分校

及び定時制の学級数につきましても、令和６年度と同数としているところでございます。 

　次に、資料の２ページでございます。上の表には、大学科ごとの入学定員を記載して

おります。先ほど御説明いたしましたとおり、令和７年度につきましては、学級数を据

え置きとしたいと考えておりますことから、全体の定員数及び学級数は全日制本校、全

日制分校、定時制、通信制とも令和６年度と同数となっておりますが、このうち全日制

本校につきましては、令和７年度から広島市立美鈴が丘高等学校におきまして、これま

での普通科が新たにグローカル探究科へと学科改編されることに伴いまして、表の全日

制本校欄の上から２行目にございますように、大学科に地域社会学科が追加となりまし

て、普通科との間で美鈴が丘高等学校の定員の240人の差引増減が生じているところでご

ざいます。 

　資料の３ページ及び４ページには、市立の高等学校を含めました県内全ての公立高等

学校の学校別の入学定員等を、資料の５ページには、県内の公立高等学校の配置図を添

付しておりますので、後ほど御覧いただければと思います。 

　説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

篠田教育長：　ただいまの説明に対しまして、御質問、御意見がありましたらお願いいたします。 

細 川 委 員：　御説明ありがとうございました。生徒数の関係で令和７年度は学級数に増減はなしと

いうことの御説明をいただきましたが、その一方で、令和６年の春の入学状況の定員割

れの状況が見られたと思いますが、この春の状況から見て学級数をそのままにするとし

ても、努力しなくてはならないことがあるとすれば、どんなことでしょうか。 

今川教育改革課長：　この春の高等学校の定員割れの状況でございますが、昨年度から比較いたしまして71

人減少はいたしましたが1,467人ということで、引き続き高い水準で推移をしているとい

う状況がございます。中３生徒数自体は微減ではございますので、若干減るということ

はございまして、このまま永遠に据え置いていくということは何もしなければ定員割れ

は拡大をしていくということなると思いますが、様々な要素がある中ではございますけ

れども、現状、公立高等学校としては、それぞれの学校の魅力、特色を中学校の生徒さ

ん、保護者の方にＰＲ、しっかり周知をしていって、できるだけ受検をしていただくこ

とを促していく必要があると、しっかりＰＲをしていく必要があると考えております。 

細 川 委 員：　ありがとうございました。やはり各学校の魅力化、もちろん設置の立地条件などあり

ますが、各学校の魅力化というものを一層充実していかないと、生徒の取り合いになり、

結局、ある程度確保できる学校と、もっと定員割れをする学校が出てくると思うのです

が、その辺のところを学校と連携をされることで、今以上に本当に真剣にこの魅力化に

ついてしっかり御指導されたり、声を聞かれたり、また地域の方の声も聞かれたりして

進めていかなくては、来年度、大変な生徒数の減少が見込まれている中で、地元の学校

を守れなくなることが発生をするかもしれませんので、その辺のところを踏まえて、時

間限られておりますが、御対応のほう、よろしくお願いします。 

今川教育改革課長：　御指摘をいただきましたように、来年度は生徒数微増という状況でございますが、そ

れ以降、大きな減少が続いていくという状況が見込まれております。現状の魅力、特色

をＰＲしていくということももちろんですが、これから県全体の10年後の姿を描く実施

計画というのを策定して参りたいと考えております。その中で今後を見越した学校の魅
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力、特色づくりのために、具体的に何をしていくのか、また、それに伴って配置等はど

のようにしていくのかというのをしっかり検討をして、絵姿をつくっていきたいと考え

てございます。 

細 川 委 員：　よろしくお願いいたします。 

中 村 委 員：　私も細川委員の御指摘と同じようなことを思ったのですが、これはあくまで一定の掛

け率を掛けての見込みなので、実際に何人が入学してくれるかというのは、これと全く

違う数字になってくる可能性がありますから、細川委員のおっしゃるように、公立、県

立学校に進学してくれる子供をいかに増やしていくかという取組を引き続きしっかりや

っていかないといけないと思います。特に中山間地域は存続が危うい学校もあるわけで

すから、それをやっていくということに尽きると思います。 

　その中で公立受入率、ちょっと誤差のような数字かもしれませんが、令和７年度公立

受入率が0.1ポイントではありますけれども、増やすというのは、これは何か意図的なも

のがあるのでしょうか。 

今川教育改革課長：　公立受入率につきましては、実際に算定数、算定の仕方は前年の定員からどれぐらい

減少するかと、公私の受入れの見込み数が本年度でいいますと158人の減の中で、そのう

ち７割程度、公立が減少させるという形で、公立受入数をまず、機械的に計算をしまし

て、それで率を算出するという形を取っておりますので、これは意図を持ってこうした

というよりは、計算の過程で端数、実際には定時制への進学者数が増えていたりなど、

そういった状況は踏まえまして0.1ポイント上昇したと、結果として上昇したというとこ

ろでございます。 

中 村 委 員：　分かりました。 

菅 田 委 員：　将来的にどんどん少子化になるということで、広島県の場合は再編整備を検討する基

準は学校の全校生徒数が60人とかっていうものなんですけども、福山の隣の県のほうは

学年100人という高いハードルで、新聞にも出ましたが、笠岡工業高校も２年連続100人

を切って統廃合の対象校になったということですが、それで、その後どうなるか分から

ないのですが、県境の場合、工業高校でいくと福山にも工業高校があり、定員が厳しい

と、割れている。他県からの入学が公立高校では限られてますよね。この辺のそういっ

た専門高校は他県からも受け入れるなど、一定の条件、例えば卒業後、何年間かは広島

県の企業に就職することを条件になど、そういったことを今後考えていく必要があると

思うのですが、そこら辺はいかがでしょうか。 

今川教育改革課長：　これまでは、やはりそれぞれの県がそれぞれの県の税金を使って設置をしていると。

それぞれの県民の子弟のための高校を設置してるということで、やはり県内にお住まい

の方が入学するということを原則としているということがございました。本県では、そ

の中で１学級規模校については学校活性化の一つの手段として県外からの生徒の受入れ

を、言わば解禁するという形で、今そこに限って広げているという状況がございます。

また、そういう中で他県との関わり、本県が確保したい一方で、他県も生徒さんを確保

されたいという思いの中で、どのようにしていくかというところは考えていかないとい

けないとは思いますが、一方でやはり本県の公立高校を活性化していこうということに

ついては、どういう方策が取れるのかというのは、例外なくといいますか、様々な方策

を、県外からの受入れということも含めまして、検討はしていく必要があるというふう

には考えております。 

菅 田 委 員：　協力体制的で何かできるような、今後ちょっと県境の高校に関しては、そういった連

絡会議とかもやっていただければと思います。よろしくお願いします。 

篠田教育長：　ほかに御質問、御意見ございませんでしょうか。 

　それでは、以上で本件の審議を終わります。 

　採決に移ります。 

　原案に賛成の方は、挙手をお願いします。 

 

（　全 員 挙 手　） 

 

篠田教育長：　全員賛成と認めます。 

　よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

第３号議案　令和７年度県立特別支援学校高等部の入学定員の策定について 
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篠田教育長：　それでは、続いて、第３号議案、令和７年度県立特別支援学校高等部の入学定員の策

定について、津村特別支援教育課長、説明をお願いします。 

津村特別支援教育課長：　第３号議案によりまして、令和７年度県立特別支援学校高等部入学定員の策定につい

て御説明申し上げます。 

　資料の１ページを御覧ください。まず、１の職業コースを除く普通科でございますが、

これまでと同様に、学校教育法施行令第22条の３に基づき、視覚障害者、聴覚障害者、

知的障害者、肢体不自由者、病弱者である者について入学者選抜を実施し、当該県立特

別支援学校高等部の教育課程を履修することが可能な能力、適性等を有する者を入学さ

せることとしております。このため、入学定員は教育長が別に定めることとし、入学者

選抜実施要項において若干名とする予定でございます。 

　次に、２の普通科職業コースでございます。福山北特別支援学校及び広島北特別支援

学校の普通科職業コースにつきましては、それぞれ16人、２学級を入学定員とするもの

です。 

　最後に、３の専門教育を主とする学科でございます。広島中央特別支援学校の保健理

療科、専攻科理療科及び専攻科保健理療科につきましては、それぞれ８人、１学級を入

学定員とするものです。いずれも令和６年度と同様の入学定員を設定したいと考えてお

ります。 

　なお、昨年度からの変更として、令和７年度から受入れ開始となります黒瀬特別支援

学校のみのお分校を記載しております。 

　２ページ以降についてですが、近年の入学者選抜の実施状況に関する資料等をお示し

しておりますので、後ほど御覧ください。 

　説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

篠田教育長：　ただいまの説明に対しまして、御質問又は御意見ございましたらお願いいたします。 

細 川 委 員：　御説明ありがとうございました。２点ほどあります。 

　まず、２ページの今日御説明いただいた普通科職業コース入学者選抜状況というとこ

ろですが、近年、特別支援学校で学ぶ生徒が増加している状況を踏まえまして、果たし

て２学級16人の定員で間に合っているのか、もしくは今後はクラス数の増も考えられる

のかということが１点と、もう一つは１ページに戻りまして、阿品台分校とのみのお分

校を設置していただきましたが、教育長が別に定めるとする入学定員ですが、この学校

以外に教育環境で生徒数の増加が見込まれて気がかりである学校があるのかどうか、教

えていただければと思います。 

津村特別支援教育課長：　まず、職業コースに係る入学者選抜状況でございますが、現状、各校長からの聞き取

り等も行いまして、クラス展開、それから現在の志願状況等々も含めまして、現在の16

名が適当であろうと今、判断しております。今後クラス増ということについては、現在

はまだ決定するものではございませんが、状況を見て判断していきたいと考えておりま

す。 

　また、阿品台分校、のみのお分校につきましては今御指摘のとおりでございますけど

も、今後、広島北特別支援学校につきましては、クラス増を見込みまして現在増築とい

うことで準備を進めているところでございます。 

細 川 委 員：　ありがとうございました。 

篠田教育長：　ほかに御質問、御意見ございませんでしょうか。 

　それでは、以上で本件の審議を終わります。 

　採決に移ります。 

　原案に賛成の方は、挙手をお願いします。 

 

（　全 員 挙 手　） 

 

篠田教育長：　全員賛成と認めます。 

　よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

報告・協議１　令和７年度に使用する教科用図書の採択結果について 

 

篠田教育長：　続いて、報告・協議１、令和７年度に使用する教科用図書の採択結果について、松尾
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義務教育指導課長、説明をお願いいたします。 

松尾義務教育指導課長：　お願いします。令和７年度に使用します教科用図書の採択結果について御報告いたし

ます。 

　資料の１ページから123ページまでが県立学校、124、125ページが市町立中学校の資料

となります。 

　まず、県立学校の教科用図書の採択結果について御報告いたします。 

　資料の１ページを御覧ください。本年度の採択につきましては、本年４月の教育委員

会会議で決定されました「令和７年度に県立学校で使用する教科用図書の採択基本方

針」に基づいて進めてまいりました。 

　「２　各学校における教科用図書の選定」を御覧ください。各学校における教科用図

書の選定につきましては、各学校の校長が教科用図書の専門的な調査研究に基づいた適

正な選定を行うため、教科書選定会議等を設置し、調査研究を進めました。三つの県立

中学校、高等学校、特別支援学校の枠内に記載しておりますように、学校の教育目標等

に基づいた独自の観点、令和７年度実施教育課程（案）、児童生徒の学習状況や障害の状

況等を踏まえ、事務局が作成しました教科用図書選定資料を参考に教科用図書の調査研

究が行われ、原則として、文部科学省発行の「中学校用教科書目録」、「高等学校用教科

書目録」、「特別支援学校用（小・中学部）教科書目録」及び「令和６年度用一般図書契

約予定一覧」に登載された教科用図書のうちから、最も適切な教科用図書を選定してお

ります。そしてその後、採択申請書、具体的な選定理由等を明記しました選定理由書等

が県教育委員会事務局に提出されております。 

　資料の２ページの「３　各学校の選定理由書等の審査」を御覧ください。事務局では、

各学校が選定しました教科用図書が、各学校の令和７年度実施教育課程（案）等を踏ま

え、適正に選定されているかどうかの点検を行うとともに、選定した教科用図書が当該

校の児童生徒の状況を十分考慮して選定されたかどうかについて点検してまいりました。 

　次に、資料３ページを御覧ください。点検・指導の結果、県立高等学校については、

当該校の教育課程で履修することとなっている教科・科目の教科用図書が選定されてい

ない課程が３課程、計４科目ございました。これらの課程には、必ず複数人で確認を行

い、教育課程と照らし合わせながら正しく教科用図書を選定するよう指導いたしました。 

　次に、採択申請された教科用図書の妥当性及び選定理由書に示された選定理由の妥当

性につきましては、全ての課程において複数の教科用図書を十分に比較検討し、選定し

た理由が適切に示されておりました。また、採択申請された教科用図書が当該校の生徒

にとってどのような点で適合するのかについても、全ての課程において具体的な生徒実

態を踏まえ、適切に示されておりました。 

　各県立特別支援学校につきましては、障害種別の観点を踏まえ、最もふさわしい教科

用図書を選定するよう指導しており、今年度の点検の結果、教科用図書について、全て

の学校において適切な図書を選定しておりました。 

　三つの県立中学校においては、採択基本方針で定めました観点に基づき、適正に選定

されているとともに学校の特色を生かしたものであり、選定理由も適切でございました。 

　以上の流れと指導の結果を踏まえ、県教育委員会として、これらの教科用図書の選定

を適正とみなし、資料の４ページ以降にお示ししておりますとおり、令和７年度使用教

科用図書として採択しております。県立学校の採択結果等につきましては、県教育委員

会のホームページに掲載する予定でございます。各学校の選定理由書につきましては、

県庁の行政情報コーナーで閲覧できるようにする予定でございます。 

　最後に、令和７年度に県内の市町立中学校において使用する教科用図書の採択結果に

ついて御報告いたします。 

　資料の124、125ページを御覧ください。県内19の採択地区及び広島中等教育学校、福

山中学校の中学校用教科用図書の採択結果でございます。各採択地区等におきましては、

綿密な調査研究に基づき、採択権者の判断と責任により採択が行われたと聞いておりま

す。 

　なお、この採択結果の一覧表につきましても、県のホームページに掲載する予定でご

ざいます。 

　説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

篠田教育長：　ただいまの説明に対しまして、御質問又は御意見ありましたらお願いいたします。 

近 藤 委 員：　点検作業等ありがとうございました。３ページ目のところで、本来履修することにな

っている科目の教科用図書が設定されてないと点検の結果、３課程４科目あったという



  11 

ことですが、具体的にはどういった内容だったのでしょうか。 

小野高校教育指導課長：　まず、状況から御説明をいたします。３校が対象なのですが、この３校については、

いずれも同様な状況でございました。選定をする際に学校から出てくる書類が大きく３

点ございます。１点は教育課程の表です、もう１点が採択の申請書、最後が選定の理由

が書いてある選定理由書という３点出てくるのですが、この申請書が申請漏れがないか

どうかを確認する際には最も重要なものになるのですが、この申請書の中に記載がされ

ていなかったというものです。簡単に言いますと、教育課程表の中にはあると、教科、

科目がある。それに対して、この教科書を選定する。その選定する際にはこういう理由

で選定するということで、教育課程表と、それから選定理由書、これはきちっと整って

いるのですが、選定理由書があるにもかかわらず、申請書の中の記載が漏れているとい

うのが３校あったということでございます。 

　この原因としましては、最後の確認の際に複数での確認が行われていなかったという

ことで、選定の漏れが出てきたということでございます。 

近 藤 委 員：　分かりました。 

篠田教育長：　ほかに御質問、御意見ございませんでしょうか。 

 

（　　な　　し　　） 

 

篠田教育長：　それでは、以上で本件の審議を終わります。 

 

報告・協議２　令和７年度全国高等学校総合体育大会の準備状況について（令和６年８月末時点） 

 

篠田教育長：　それでは、続きまして、報告・協議２、令和７年度全国高等学校総合体育大会の準備

状況について、平田全国高等学校総合体育大会推進室長、説明をお願いいたします。 

平田全国高等学校総合体育大会推進室長：　全国高等学校総合体育大会推進室室長の平田でございます。当室からは、報告・協議

２によりまして、８月末時点における令和７年度全国高等学校総合体育大会の準備進捗

状況を御報告いたします。 

　大会日程ですが、１の下枠の内側にありますとおり、令和７年７月23日から８月20日

で行われ、総合開会式は７月24日に広島県立総合体育館において開催されます。広島県

内では、記載の７競技８種目が会場地である広島市、福山市、尾道市及び安芸太田町で

実施されます。 

　続いて、２を御覧ください。今年度前半の取組状況を御報告いたします。 

　（１）のとおり、各競技種目別大会につきましては競技会場や競技日程を公表し、ま

た、会場地市町において４月から順次、競技種目別大会実行委員会が設立されました。 

　（２）を御覧ください。総合開会式につきましては、式典音楽や公開演技を行う学校

を決定するとともに、高校生アナウンサー研修や高校生手話通訳者研修を開始いたしま

した。 

　（３）を御覧ください。高校生による大会広報活動として、５月のひろしまフラワー

フェスティバルをはじめとした各種イベントに参加し、大会をＰＲしたほか、高校生自

身がインスタグラムなどのＳＮＳを通じて情報発信しました。 

　続きまして、３を御覧ください。年度後半の取組予定でございます。 

　（１）のとおり、競技種目別大会につきましては、大会プログラム作成準備などを行

うとともに、大会の役員、補助員の協力を各校へ依頼する予定でございます。 

　（２）を御覧ください。総合開会式については、公開演技出演校が練習を行っていく

ほか、連携している工業高校や農業高校において、会場の立体装飾等の制作を進めて参

ります。また、実行委員会の事務局において受託先業者と連携し、総合開会式運営計画

の作成を進めて参ります。 

　続いて、２ページ目にお進みいただき、（３）を御覧ください。広報活動に関しまして

は、高校生が主催するイベントを11月２日に広島駅周辺で開催予定としております。そ

ういった各種イベントにおきまして、地元アーティストであるＨＩＰＰＹ氏が高校生の

依頼に応えて制作いただいた応援ソングや、生徒が考案したキャラクターの着ぐるみを

活用した広報活動を展開して参ります。本日、会議開催前に委員の皆様へ御挨拶したキ

ャラクターが「ひろしばけん」です。資料右側にも掲載しております。 

　次に、現時点の大会準備における課題や対応方針でございます。競技種目別大会につ
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きましては、今年度の北部九州インターハイの一部の競技において、熱中症警戒アラー

トによる一時中断があったり、日向灘地震発生で会場点検などが必要となったりしたよ

うです。令和７年度大会に向けましては、各関係機関等と綿密に連携し、計画的に事前

準備を進め、安全・安心な大会運営を目指して参ります。 

　また、高校生による広報活動におきましては、県内の多くの中高生などが大会に参画

してもらえるようにする必要があるため、広報内容の充実を図るとともに、主催イベン

トに様々な学校から協力してもらう方針でございます。 

　最後に、５を御覧ください。８月19日に県、市町、県高体連など、関係団体で構成す

る令和７年度全国高等学校総合体育大会広島県実行委員会第３回の総会を開催いたしま

した。高校生による高校生のための大会のコンセプトの下、議事進行、司会についても

高校生が主体となって進行いたしました。 

　なお、３ページ目に、広島県実行委員会が設立された昨年度、令和５年度から現在ま

での準備の進捗状況、大会が実施される来年度、令和７年度夏までの予定について一覧

表にまとめたものを掲載させていただいております。このうち、令和６年度の進捗など

については、先ほど御説明したとおりでございます。 

　今後も引き続き関係者が総力を挙げ、大会準備を進めて参ります。 

　当室からの報告は以上でございます。 

篠田教育長：　ただいまの説明に対しまして、御質問、御意見ありましたらお願いいたします。 

近 藤 委 員：　県内の高等学校の生徒会と連携した大会の機運醸成ということで、スローガンが「イ

ンハイ応援10万人プロジェクト」となっているのですが、先ほどの入学者定員の人数と

合わせると大体１学年２万5,000人ぐらいで、３を掛けると７万5,000人、全体の高校生

がそれぐらいかなと思い、この10万人という数字見ると、実行委員の高校生としたら、

10万人の中でどういった方をターゲットに応援を広げようというコンセプトで動いてお

られるのでしょうか。 

平田全国高等学校総合体育大会推進室長：　この10万人という数字は、10万人に応援に来てもらおうというところで、先催県の数

字を基に出した数字でございまして、当然、高校生も対象にしておりますが、一般の方

も含めた形で、全体で盛り上げていこう、応援してもらおうという数字でございます。 

近 藤 委 員：　インターハイに10万人、県民に来てもらおうということですか。 

平田全国高等学校総合体育大会推進室長：　はい、そうです。 

近 藤 委 員：　分かりました。ありがとうございます。 

細 川 委 員：　御説明ありがとうございました。また、「ひろしばけん」君も今日お披露目ということ

でありがとうございました。今後「ひろしばけん」君によるいろいろな広報活動も、マ

スコミやメディアも含めて、このインターハイの成功に向けて頑張っていただけると思

っております。 

　３（２）の総合開会式の準備でございますが、今ちょうどパリでオリンピック・パラ

リンピックが開催をされておりまして、ああいう形の開会式がどうなのかという、いろ

いろな評価もございますが、今までにない感動を与えてくれるようなものを是非私とし

てはこの総合開会式に期待をしたいなと思いますが、その中で高校生アナウンサーの研

修や高校生手話通訳者研修があったりということで、将来にもつながるものになってい

くと思いますが、その辺のところについては、ここで実際に携わってくださる高校生に

ついては、どういう人たちがこのアナウンサーや手話通訳に当たってくださることにな

るのでしょうか。 

平田全国高等学校総合体育大会推進室長：　手話通訳につきましては県内に公募をかけまして、中学生も含めて、ろうあ連盟さん

と連携した上で進めていくという形になっております。 

　あと、アナウンスにつきましては、放送文化連盟とも連携いたしまして協働して進め

ていくという形になっておりまして、当然研修はアナウンスの全員対象とした研修を通

して、その中から当年度アナウンスを数名お願いしていきます。これら含め、来年度の

大会に向けた取組だけでなく、その先も踏まえた活動として、当然、競技、スポーツ全

体も含めた取組とするように考えているところでございます。 

細 川 委 員：　ありがとうございます。いろいろな貴重な体験が今後の人生において、大切な土台に

なっていくのではないかなと思っております。同時に、この実行委員会、高校生代表が

共同代表ということになっておりますが、ここまでずっと頑張ってきてくれている中で、

高校生の代表が何かすごく成長したとか、いろいろな感想を持っているとかというよう

なことを教えください。 

平田全国高等学校総合体育大会推進室長：　その都度、振り返りの機会を設けておりまして、生徒たちからの言葉でいろいろと話
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は伺っているところです。当然こちらもアンケートはその都度通して取っておりまして、

生徒たちの成長の変容を確認しているところではございますが、そのことにつきまして

は、また御報告をさせていただこうと思っております。数字はございますが、例えば簡

単に言いますと、大きく三つの力、協働力、創造力、それから学び続ける力、この三つ

の力プラス、デジタル活用と、この力を特に高めていこうという目標でございまして、

そこにつきましてはアンケート等を取らせていただきまして、その都度変容を確認して

いるとこでございます。 

細 川 委 員：　ありがとうございました。 

中 村 委 員：　高校生による高校生のための大会のコンセプト、すごくいいと思いますし、実行委員

会にも入り込んで、いろいろやってもらっているというのもすごくいいことだと思うの

ですが、現状でこの実行委員会に入っている生徒たち以外も含めて大体どのぐらいの高

校生たちが関わっていますか。大会広報活動ですとか開会式の準備等、これから取り組

んでいくということですが、今関わっている生徒の規模感がどのぐらいでしょうか。そ

して来年、本番が来るわけですけど、近づいてからの準備だとか、あるいは期間中のお

手伝いだとか、そういった実行委員会委員以外の高校生たちがどのぐらい現場でお手伝

いしてもらうようなことになるかというところが分かれば教えてもらえますか。 

平田全国高等学校総合体育大会推進室長：　現在実動しているところは、先ほどの手話通訳、アナウンスもそうですが、それぞれ

30名あるいは20名程度でございます。それから公開演技に向けて動き始めた、要は音楽、

式典の音楽と、公開演技等につきましては、現在130名の生徒が音楽関係では動いており

ます。それから式典演技のほうでいいますと、190名程度でスタートをしておるところで

ございます。それから今、県内に競技での補助員等、この辺のお願いもしているところ

なのですが、この具体につきましては、各競技から何人必要ということが、具体なもの

が上がってきておりまして、それを基にお願いする予定となっておりますので、具体的

な数字は現時点ではつかめておりません。 

中 村 委 員：　そうですね、既に今、参画している生徒たちは多分意識も高くて、意欲も高くてすご

くいいと思うのですが、先ほど言われた競技の補助員も含めれば、多分当日までに相当

数の生徒たちに関わってもらわないといけないし、関わってもらいたいと思うのですが、

そうしたときに言われて、ただ手伝って何か大変だった、暑かったなみたいなことにな

らないように、なるべく企画側というか、こういう大きな大会に関われるチャンスは、

そうそうないと思いますので、是非全体像とか、この参加者側に立ってもらうというか、

少しでも主体的に関わってもらい、手伝えてよかったなとなるようにして、ちょっとし

た工夫をやっていただきたいなと思います。 

　それができると、恐らく手伝っているときにも、だるいなという感じでただやるので

はなく、恐らくおもてなしの心にそういうことが伝わっていくのかなとも思います。手

伝ってくれている高校生の子たちが楽しそうに、あるいは前向きにやってくれれば、全

国から参加してくれる競技者の子たちもすごく来てよかったなということに多分伝わる

と思いますので、なるべく多くの生徒に主体的に関わってもらい、このインターハイが

いい経験になってほしいなと思います。よろしくお願いします。 

篠田教育長：　ほかに御質問、御意見ございませんでしょうか。 

　細川委員、中村委員に関連してですが、全国高校総体広島県実行委員会第３回総会に

参加して参りました。４月に実行委員の皆さんとお会いしたときは非常にたどたどしか

ったのですが、恐らく私の見立てでは北部九州大会を実際に生徒が視察をして、それで

かなり、ああ、こういうイメージなんだというところを具体的なイメージで、たどたど

しかったのが、じゃあ、自分たちはこうするぞというような思いで自ら主体的にされて

いましたので、更に成長できるようにサポートしていきたいと思っておりますので、引

き続きの御意見いただければと思います。ありがとうございます。 

　それでは、以上で本件の審議を終わります。 

　続いて、先ほど公開しないと決定いたしました議案について審議を行いますので、傍

聴者の方は御退席をお願いいたします。 

 

　 

（10:59） 

【非公開案件】 

第４号議案　広島県いじめ問題調査委員会の委員の任命に対する意見について 
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第４号議案、広島県いじめ問題調査委員会の委員の任命に対する意見について、審議の結果、全員賛

成により原案どおり可決した。 

 

（11:15）


